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ビューローべリタスジャパン株式会社へ確認申請を提出するにあたり、次の通り調査しました。 ※は記入不要です

【凡例】法：建築基準法、令：建築基準法施行令、計：都市計画法

No 調査項目 No 調査項目

01 都市計画区域 都市計画区域 準都市計画区域 都市計画区域外 適 不適 11 都市計画施設 道路 路線名等（ ） 無 適 不適

都市計画区域内→ 市街化区域 市街化調整区域 区域区分非設定 （計11） 計画幅員（ ）ｍ、 番号（ ・ ・ ）

都市計画区域外→ 準景観地区、知事が指定する区域等（法6条1項4号関連） 内 外 整備済 未整備

02 用途地域 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 適 不適 公園、緑地等 名称等（ ） 無

(法48) 外壁後退(法54) 1.0m 1.5m 無 河川、運河等 番号（ ・ ・ ）

高さ限度(法55) 10m 12m その他 （ ） 無

第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 番号（ ・ ・ ）

第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 12 市街地開発事業 ・土地区画整理事業 （ 　）土地区画整理事業 適 不適

近隣商業地域 商業地域 （計12） 計画決定（計53） 事業決定（土地区画整理法76条） 無

準工業地域 工業地域 工業専用地域 ・市街地再開発事業 （ 　）地区第〇種市街地再開発事業

指定なし 道路斜線勾配 1.25 1.5 計画決定（計53） 事業決定（都市再開発法） 無

隣地斜線勾配 1.25(+20) 2.5(+31) その他 （ ） 無

特定用途制限地域 有 ※市街化調整区域は対象外 無 13 緑化地域 （都市緑地法34条） 内 外 適 不適

（法49の2） 条例名等（ ） 臨港地区 （港湾法40条） 内 外

容積率／建蔽率 容積率：（ ）％、 （ ）％、 （ ）％ 港湾名： 分区名： 区

(法52,53) 建蔽率：（ ）％、 （ ）％、 （ ）％ 流通業務地区 （流通業務市街地の整備に関する法律5条） 内 外

03 防火地域等 防火地域 準防火地域 指定なし 適 不適 航空機騒音障害防止地区 防止地区 防止特別地区 外

（法61）他 新防火（不燃化条例） 法22条区域 内 無 その他 （ ） 無

04 敷地面積の最低限度 有 （ ）㎡ 無 適 不適 14 道路 法42条1項（ ）号 幅員（ ）ｍ 名称等（ ） 適 不適

（法53の2） （法42,43） 法42条1項（ ）号 幅員（ ）ｍ 名称等（ ）

05 高度地区（法58） 有 無 適 不適 法42条1項　　５　　号号 幅員（ ）ｍ、 延長（ ）ｍ

最高限 （ ）ｍ 最低限 （ ）ｍ 指定： 年 月 日、 番号： 号

（ ）ｍ　高度地区 （第 種） 法42条　　２　　項 原道幅員（ ）ｍ 名称等（ ）

最高限 （ ）ｍ 最低限 （ ）ｍ 狭あい協議（ 済、 未済、 不要　） 一方後退、 中心振り分

（ ）ｍ　高度地区 （第 種） 法43条2項許可、認定

06 高度利用地区 有 無 適 不適 日付： 年 月 日、 番号： 号

（法59） 地区名等（ ） その他指定　有　（法42条3項～等） 指定内容：

07 特別用途地区 有→ 特別工業地区 無 適 不適 接道無し（法43条許可等を含み、該当無し）

（法49） 文教地区 15 災害危険区域 災害危険区域 内 外 適 不適

中高層階住居専用地区 （法39）

大規模集客施設制限地区 16 土砂災害 土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）（法20、令80の3） 無 適 不適

その他 （ ）地区 特別警戒区域 土砂災害警戒区域（イエローゾーン）

08 日影規制 計画地の規制値 ・（ ｈ）（ ｈ）（ ｍ） 無 適 不適 17 特定都市河川流域 （特定都市河川浸水被害対策法第10条） 内 外 適 不適

（法56条の2） ・（ ｈ）（ ｈ）（ ｍ） 河川名（ ）

計画地の周囲（異なる規制値がある場合） 18 （宅地造成及び特定盛土等規制法12条・30条） 内 外 適 不適

・（ ｈ）（ ｈ）（ ｍ） 無

09 地区計画 有→（建築規制条例 ： 有 無） 無 適 不適 19 駐車場付置義務 （駐車場法20条） 地域地区外（条例有） 条例無 適 不適

（法68の2～） （ ）地区計画 （駐車場条例） 駐車場整備地区内 商業地域・近隣商業地域内（条例有）

10 その他の地区 ・特例容積率適用地区の指定（法57の2、4） 有 無 適 不適 周辺地域・自動車ふくそう地区内

・高層住居誘導地区の指定（法57の5） 有 無 20 駐輪場附置義務 （自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律5条） 適 不適

・特定街区の指定（法60） 有 無 （駐輪場条例） 条例有 条例無

・都市再生特別地区の指定（法60の2） 有 無 21 下水道 （下水道法10条） 適 不適

・特定防災街区整備地区の指定（法67） 有 無 （下水道法2条8号に規定する処理区域）内 外

・景観地区（法68条） 有 無 22 中高層条例 対　 象： 手続き完了、 手続き中 （完了予定日： ） 適 不適

・伝統的建造物群保存地区の指定（法85の3） 有 無 （中高層紛争予防条例等） 対象外： 対象外であることを、特定行政庁に確認済、 確認中

宅地造成及び特

定盛土等規制区

域

調査日：

調査欄　（該当項目にチェックしてください）

現 地 調 査 票

4 or 5

※確認欄（不適の内容等）

（特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法5条）

建築物等名称 申請者氏名

申請場所 設計者氏名

調査欄　（該当項目にチェックしてください）※確認欄（不適の内容等）
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※必要に応じてご提出ください。

        個          別          法 該当の有無
関係部局との打合せ結果記載欄

（協議日・担当部署・担当者・協議結果）

1 屋外広告物法
屋外広告物の設置の禁止又は制限

　第3条～第5条、都道府県条例

2
宅地造成及び特定盛

土等規制法

宅地造成等規制区域内の宅地造成に関する工事の許可

　第12条第1項

許可を受けた工事の計画の変更に対する許可

（省令で定める軽微な変更は除く）　第16条第1項

特定盛土等規制区域内の特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可

　第30条第1項

許可を受けた工事の計画の変更に対する許可

（省令で定める軽微な変更は除く）　第35条第1項

3 都市計画法
開発行為の許可

　第29条第1項、第2項

開発許可の事項変更の許可

　第35条の2第1項

開発許可により建築物の建ぺい率等の定められた敷地の制限

　第41条第2項(第35条の2第4項で準用)

開発許可を受けた土地における建築等の制限

　第42条(第53条第2項、附則第5項で準用）

市街化調整区域における開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制

限　第43条第1項

都市計画施設の区域内、市街地開発事業施行区域内の建築の許可

　第53条第1項

 建 築 基 準 関 係 規 定 確 認 シ ー ト

m

e

m

o

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無


